
事  務  連  絡 

令和４年６月３０日  

 

各地方公共団体（各都道府県、各市町村、各事務組合等） 

公立学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課      御中 

 

各地方公共団体（各都道府県） 

私立専門学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課    御中 

 

文部科学省高等教育局学生・留学生課 

高等教育修学支援室 

 

「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領（第３版）」の一部改訂について 

 

平素は高等教育行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 
先般、令和４年５月３１日付け事務連絡「高等教育の修学支援新制度の取扱いの変更等

について（周知）」にてお知らせしました、高等教育の修学支援新制度において、学生等が

家庭内暴力から避難するために父母と別居した場合、家計急変による随時採用の申請対象

とする取り扱いの変更に伴い、この度、「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処

理要領（第３版）」の一部改訂を行いましたので、別添のとおり送付いたします。 

本事務処理要領に沿って、適切に事務処理を行っていただくようお願いします。 

 なお、新制度の取扱いの変更等については、別添資料（３）のとおり、厚生労働省から

各都道府県等に対し、保護の実施機関、自立相談支援機関及び児童相談所へ周知いただく

よう、事務連絡が発出されているところです。 

関係機関より、新制度や貸与奨学金への申込の相談があった場合には、適切にご対応い

ただきますようよろしくお願い致します。 

 

（別添資料） 

（１）本文+巻末資料（とけこみ・確定版）.pdf 
（２）本文+巻末資料（見え消し）.pdf 

（３）高等教育の修学支援新制度の周知等について 

※ 上記資料（１）及び（２）は、文部科学省ホームページに６月３０日掲載予定です。 

（掲載 URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410_00005.htm 

 
（本件問合せ先） 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援室 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3958、3280） 

e-mail: koto-syugaku-chihou@mext.go.jp 

※ お問合せは、メールにてお願いします。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410_00005.htm
mailto:koto-syugaku-chihou@mext.go.jp

